
省

令

別
表
第
二
京
浜
の
部
東
京
東
航
路
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

東
京
東

航
路

第
一
号
の
地
点
か
ら
第
三
号
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
第
四
号
の
地
点
か
ら
第
六
号

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
の
間
の
海
面

一

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
二
百
六
十
二
度
三
十
分
七
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
二
百
五
十
度
三
十
分
六
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
百
七
十
七
度
千
三
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
二
百
五
十
三
度
三
十
分
千
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
二
百
四
十
六
度
九
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

十
五
号
地
南
信
号
所
か
ら
百
八
十
七
度
三
十
分
千
五
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

平成年月日 火曜日 第号官 報

別
表
第
四
京
浜
の
部
東
京
西
航
路
の
項
中
「
十
三
号
地
信
号
所
（
北
緯
三
十
五
度
三
十
七
分
十
三
秒
東
経
百
三
十
九

度
四
十
六
分
十
九
秒
）」を
「
青
海
信
号
所
（
北
緯
三
十
五
度
三
十
六
分
五
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
六
分
三
十
三

秒
）」に
、「
三
百
十
一
度
」
を
「
三
百
四
十
一
度
」
に
、「
十
三
号
地
信
号
所
の
百
四
十
四
度
、
二
百
三
十
四
度
及
び
三
百

二
十
四
度
方
向
に
面
す
る
信
号
板
」
を
「
青
海
信
号
所
の
二
百
五
度
及
び
三
百
四
度
方
向
に
面
す
る
信
号
板
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
七
号

港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
十
二
条
及
び
第
三
十
六
条
の
三
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
港
則
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

港
則
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

港
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
京
浜
の
部
東
京
区
第
二
区
の
項
中
「
十
三
号
地
信
号
所
か
ら
二
百
六
十
二
度
八
百
十
メ
ー
ト
ル
」
を
「
青

海
信
号
所
か
ら
二
百
八
十
八
度
三
十
分
千
二
百
十
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
部
東
京
区
第
三
区
の
項
中
「
、
大
師
橋
」

を
「
、
同
橋
」
に
、「
東
京
東
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
五
度
三
十
六
分
四
十
三
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
九
分
四
十
一

秒
）
か
ら
東
京
中
央
防
波
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
十
五
度
三
十
六
分
三
十
六
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
九
分
二
十
八
秒
）」

を
「
同
防
波
堤
突
端
か
ら
中
央
防
波
堤
東
端
」
に
、「
中
央
防
波
堤
、
中
央
防
波
堤
内
側
埋
立
地
南
端
」
を「
同
防
波
堤
、

同
防
波
堤
内
側
埋
立
地
南
端
」
に
改
め
る
。
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